
Ⅲ 農業委員会の現状

組 織

１．農業委員会の概要（農業者の代表として公選により選出された農業委員

を中心に組織された市町村の行政委員会）

〇 農業委員会数 3,223(未設置は37市区町村)

○ 平均農業委員数 18.4人(うち選挙委員は 13.8人)

○ 平均職員数 3.3人(うち専任職員は 1.8人)

※ ・選挙委員は公選制

・選任委員は地区内の農業協同組合及び農業共済組合の理事等並び

に議会の推薦者から市町村長が選任

・農業委員一人当たりの平均年報酬は約29万円（平成12年度）

〇 農業委員会の一般選挙は３年ごとに実施。

投票実施委員会の割合は近年、約１割。

表ー１ 農業委員会・農業委員等の推移 （単位；人、千円、％）

55年 60年 ２年 ７年 10年 11年 12年

農業委員会数 3,316 3,289 3,272 3,243 3,235 3,223 3,223

農業委員数 65,940 64,080 62,524 60,917 60,052 59,702 59,254

うち選挙委員数 47,977 46,842 46,057 45,177 44,687 44,643 44,340
(伸び率) (100) ( 98) ( 96) ( 94) ( 93) ( 93) ( 92)

選任委員数 17,963 17,238 16,467 15,740 15,365 15,059 14,914

委員のうち女性委員 41 40 93 203 479 977 1,081

うち選挙委員数 26 25 53 69 123 224 249

選任委員数 15 15 40 134 356 753 832

１委員会当たり 19.9 19.5 19.1 18.8 18.6 18.5 18.4

うち選挙委員数 14.5 14.2 14.1 13.9 13.8 13.9 13.8

平均年報酬(千円) 154 187 227 272 286 284 286

職員数 11,138 10,967 11,184 11,054 10,938 10,860 10,760

うち専任職員数 7,468 7,161 6,661 6,536 6,188 6,088 5,853

農地主事 2,275 2,493 2,633 2,626 2,231 1,930

１委員会当たり 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3

（ 農林水産省経営局構造改善課調べ。）

表ー２ 農業委員会選挙の有権者数、投票実施委員会数及び投票率の推移

（単位；人、％）

統一選挙実施年度 昭和62年度 平成２年度 平成５年度 平成８年度 平成11年度

農業委員会数① 3,280 3,272 3,246 3,240 3,223

選挙対象委員会数② 2,243 2,235 2,222 2,221 2,215

対象割合②／① % 68.4 68.3 68.5 68.5 68.7

有権者数(人) 7,799,578 7,310,100 6,724,813 6,552,249 6,075,037

投票実施委員会数③ 339 215 188 209 219

投票実施率③／②% 15.1 9.6 8.5 9.4 9.9

投票率 85.0 82.9 84.5 80.9 79.9

（ 農林水産省経営局構造改善課調べ 。）



２．農業委員会の位置付けと他機関との関係

（１） 農業委員会と市町村との関係

○ 農業委員会の地方自治制度上の位置付け

ア 農業委員会は、地方自治法上の委員会であり、事務の性質上、公選の長

から独立した立場に立ち公正中立に事務を執行するため設けられる合議制

の機関である。

イ 農業委員会は法律の定めるところにより、農地がある市町村に置かなけ

ればならないこととされており、その事務局等に関する組織を定めるに当

たっては、市町村部局との間に権衡を失しないようにしなければならない

こととされている。

ウ 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第６条第１項の規定に基づき

農地法、土地改良法その他の法令によりその権限に属させられた業務（法

令業務）を行う。また、農業委員会は、同法第６条第２項に定める業務

（任意業務）を行うことができるとされており、これについては市町村長

の所轄の下に他の執行機関と相互の連絡を図りすべて一体として行政機能

を発揮するように執行しなければらならないとされている

エ なお、市町村に農業委員会が置かれていない場合においては法令業務は

その根拠法の規定により市町村長の権限とされているものもある。任意業

務は市町村の他の執行機関の権限の行使を妨げないものとされている。

農業委員会、市町村長、議会との組織上の関係

市町村長市町村長市町村長市町村長農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会 選 任
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推 薦

議会議会議会議会選 挙

選 挙
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（参考）行政委員会と市町村長の関係について

市町村の執行機関は、市町村長の所轄の下に、他の執行機関と相互の連絡

を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

長はその権限に属する事務の一部を行政委員会と協議して、当該委員会、

委員又はその職員に委任若しくは補助執行させることができることとなって

いる。

また、行政委員会は、その権限に属する事務の一部を長と協議して、当該

地方公共団体の職員等に委任若しくは補助執行させることができることとな

っている。

但し、行政委員会は、①予算の調整・執行、②議会への議案の提出、③税

金、分担金、加入金等の賦課等の権限を有しない。

注） 地方公共団体が処理すべき事務は、大別して、法定受託事務（地方自治

法第２条第９項第１号及び第２号）と自治事務（同条第８項）がある。



（２）農業委員会の活動と他機関との関係（事例）

① Ｔ県Ｎ町の例

ア 農業の概況

農家数：１，７３８戸 農地面積：２，８３８ha ※2000年農業センサス

イ 農業委員会の体制

農 業 委 員：２６人（選挙委員１９人、選任委員 ７人）

事務局職員数： ４人（事務局長１人、ほか職員３人）

ウ 農業委員会が実施している業務（法令業務以外）

農地利用調整活動、経営管理能力向上支援対策、農業者年金業務、農家相談に加え、

農業後継者結婚相談所、農業青色申告会、農政対策協議会、農業者年金等事務連絡協議

会の事務局業務など

エ 市の農林行政との関係

○ 市の農業行政と農業委員会との役割分担

・現在、補助事業ベースで町が農業委員会との間で事務委任や補助執行等の事務手

続きをとっている事例はない。

このため、農地流動化関連事業においても、事業要件である事業連携計画の作

成は町部局が行い、実践活動である農地の掘り起こし等については本来の農業委

員会業務（農業経営基盤強化促進事業）の中で行う旨の役割分担ができている。

※農地流動化強化月間を設置し、その推進要領等で役割分担を規定

○ 農業委員会が実施している業務

・農業委員会が実施主体となっている補助事業については、事務委任等の手続きな

し。

・農業者年金業務については、事務委任等の手続きなし。

・農家相談業務は、毎年町内６つの自治会（集落）を対象に各１回ずつ開催。開催

文書を農業委員会長名で各自治会長宛に発送して周知。農地問題や農業者年金関

係、制度金融や農業税制に関する内容を中心に、相談には地区を担当する農業委

員や市町村部局（職員）が対応。

○ 農業委員会が実施している上記業務以外の業務

・農業委員会が事務局を努める業務については、随時関係機関・団体と連携して業

務を実施。

※同町農業委員会では、農業後継者結婚相談所、農業青色申告会、農政対策協議会、

農業者年金等事務連絡協議会の事務局を担当しており、関係機関・団体との連携

と併せて、郡内の情報交換会を実施。

オ ＪＡ等との関係

同町では、米麦の価格対策や農業後継者対策、農業税制対策関係機関の建議・要請

活動等を行うため、ＪＡ、農業共済などの関係機関・団体と農政協議会を組織。各種

大会（国・県）等への参加を推進している。

また、農業者年金等事業連絡協議会では、ＪＡや町の国民年金担当者と連携を密に

し、新制度への加入促進や円滑な事務手続きに向けた取り組みを推進している。



② Ｎ県Ｋ市の例

ア 農業の概況
農家数：２，０４７戸 農地面積：１,６０２ha ※2000年農業センサス

イ 農業委員会の体制
農 業 委 員：２４人（選挙委員20人(定数22人)、選任委員４人）

農地部会、農政部会を設置
事務局職員数： ５人（事務局長１人、次長１人、職員２人、嘱託１人）

ウ 農業委員会が実施している業務（法令業務以外）
※ Ｋ市の担い手育成に係る利用集積や経営支援活動については、市行政、農業委
員会、農協、土地改良区等が一体となって取り組んでおり、本取り組みは農林水
産省における「経営・生産対策推進会議」（平成12年度より予算化）の当初のモ
デルでもあった。

エ 市の農林行政との関係
○ 市の農業振興へ向けた組織体制の整備

行政・ＪＡ・農業関係機関・農業生産者等が一体となって農業の振興を図るた
め、平成２年４月にＫ市営農センター を設立。農業委員会もその運営や活動に※）

携わる一員として位置づけ。
※）営農センターは、市役所・農業委員会・農業改良普及センター・ＪＡ・農業
共済組合・県開発公社、土地改良区・農業者代表等で構成。

※）営農センターは市長が会長に、副会長にはＫ市農業委員会長及びＪＡ理事が
就任。

※）営農センターは、国・県の補助事業と市・ＪＡが負担する経費で運営。

○ 農業委員会が実施している業務
営農センターを核に市内５つの地区に設置した営農組合の活動を通じ、集団的

・組織的土地利用（農地の利用集積）の推進、多様な農業経営体、中核となる担
い手及び後継者の育成活動等を実施。
※）農地の利用集積は、地区を担当する農業委員、ＪＡ理事等を中心に、農地の
出し手に対して掘り起こしや農地関係相談を実施。併せて、地区の農地利用調
整計画を作成するとともに、認定農業者（担い手）を選定し農地の利用集積活
動を実施。

○ 農業委員会が実施している上記業務以外の業務
営農センターが行う業務については、センター内に設置した運営委員会、小委

員会、専門委員会、幹事会それぞれに随時農業委員や農業委員会事務局が参加し
連携を取り合いながら実施。
市の長期的かつ総合的な地域営農振興計画の作成については、運営委員会で基

本事項を決定し、具体的検討を小委員会で実施（企画原案等の作成は事務局機能
を有する幹事会）。そのほか、地区及び集落営農体制の確立、指導・支援、生産
調整対策への取り組み（地区説明、現地確認）等についても同様の体制下で地区
営農組合において連携して実施。

オ ＪＡ等との関係
ＪＡは、地区営農組合における農地の利用調整活動について、ＪＡの農地保有合

理化法人を事業主体とした農地保有合理化事業を推進。また、近年は地域営農支援
システム（ＧＩＳ）を活用した相談業務、利用権設定の手続き業務等を農業委員会、
ＪＡ双方の窓口で実施できる体制を整備。

カ 取り組みの効果
営農センターの設立で、農業の関係機関・団体、生産者等が情報とＫ市農業の振

興方策（方向）を共有できるようになったことで、効率的な施策の展開が可能とな
った。また、農業者からは関係機関・団体で受けられる窓口サービスが平準化され
た点を高く評価する声が上がっている。



③ Ｉ県Ｓ町の例

ア 農業の概況
農 家 数：１，７５２戸 農地面積：５，０１４ha ※2000年農業センサス

イ 農業委員会の体制
農 業 委 員：２１人（選挙委員１６人、選任委員 ５人）

事務局職員数： ５人（事務局長１人、事務局次長１人、ほか職員３人）

ウ 農業委員会が実施している業務（法令業務以外）
農地利用調整活動、交換分合事業、認定農業者制度の普及推進、経営管理能力向上支

援対策、農業者年金業務など

エ 市の農林行政との関係
（１）市の農業行政と農業委員会との役割分担

・国や県の補助事業についての執行機関については関係部局・機関と協議の上、町
部局が判断。

（２）農業委員会が実施している業務
・町が事業主体になっている補助事業のうち、農業委員会が事業を執行するのにふ
さわしいと判断された事業については、事務委任・補助執行の事務手続きを行い
業務を実施（農地流動化関連事業、経営改善支援事業、農業者年金業務）。

・農業委員会が実施主体となっている事業については手続きなし。
（３）農業委員会が実施している上記業務以外の業務

・農業委員会が事務局を努める業務については、随時関係機関・団体と連携して業
務を実施。

※同町では、町の商工会等と連携して農業に限定せず町内の後継者、若者の育成と
結婚支援を目的に後継者等育成推進委員会（代表は農業委員会長）を設置。農業
委員が地域情報のアドバイス役を努めるとともに、農業委員会の下に専門指導員、
相談員を置き、調査、啓発、相談活動、情報交換会の開催等を実施している。

５．普及センターとの関係
同町農業委員会は、家族経営協定の締結を通した経営改善に資するため、普及セン

ターと共同で家族経営協定推進会議を設置。対象農家のリストアップや研修会の開催、
農家の戸別訪問を実施して協定締結の推進役となっている。



表－４ 農業委員会と地方公共団体、他の団体等との関係表－４ 農業委員会と地方公共団体、他の団体等との関係表－４ 農業委員会と地方公共団体、他の団体等との関係表－４ 農業委員会と地方公共団体、他の団体等との関係

地域農業改良普及センター区 分 農業委員会 市町村 農業協同組合

根拠法令 農業委員会等に関する法律 地方自治法 農業協同組合法 農業改良助長法1.

機関数 ３，２２３( 現在) ３，２２９( 現在) １，１６６( 現在) ４８５( 現在)2. H12.10.1 H12.7.1 H13.4.1 H12.4.1

対象地域 市町村 市町村 １市町村～数か市町村 郡単位3.

主たる役割 農地の利用調整の指導 基本構想の策定・認定農業 販売・購買の経済活動等 技術の普及・指導4.
者の認定等（農業経営基盤

強化促進法）

業務の内容 ①農地の利用調整 ①経営改善計画の認定 ①販売・購買 ①新技術導入・組立5.
②農地情報の提供 ②経営指標の策定 ②産地育成 ②農業経営等の改善に関

③簿記記帳・青色申告指導 ③認定農業者目標の設定 ③ する科学的技術の普及マーケティング・営農指導

④ 等 ④資金融通 指導税務・労務・会計等の相談

等 等 等

（農林水産省経営局構造改善課調べ ）。



表－３ 地方自治法の規定に基づき設置される委員会、委員の一覧

委 員
委員会名 設 置 単 位 根 拠 法 所 掌 事 務 職 員 備 考

選 出 方 法 定 数 任 期

農業委員会 市町村、特別 農業委員会等に 法令業務 農業者による選挙 ○選挙委員 ３年 職員を置く。
区、政令指定 関する法律 任意業務 及び市町村長の選 ○選任委員
都市の区等 （法６条） 任

教育委員会 都道府県、市 地方教育行政の 教育機関の設置、廃止等 地方公共団体の長 ５人の委員をもっ ４年 教育委員会に事務
（特別区を含 組織及び運営に 学校職員等の人事に関すること が、議会の同意を て組織する 局を置く。
む）町村及び 関する法律 就学、入学、退学等に関すること 得て、任命 但し、条例により 事務局に指導主
全部又は一部 教育課程、学習指導等に関すること 都道府県・政令指 事、事務職員、技
事務組合 その他 （法２３条） 定都市は６人、町 術職員その他の所

教育に関する予算等につき意見開陳 村は３人でも可 要の職員を置く。
（→知事等） （法２９条）

選挙管理委 都道府県、 地方自治法 国、地方公共団体等の選挙に関する 地方公共団体の議 ４人の委員をもっ ４年 都道府県・市････
員会 市町村 事務及び関連事務 会において選挙 て組織する 書記長、書記

（法１８６条） その他の職員
町村････書記その

他の職員
定数は条例

人事委員会 都道府県、 地方公務員法 人事行政の調査、人事記録の管理 地方公共団体の長 ３人の委員をもっ ４年 事務局を置き、事
指定都市、 勤務条件等の研究等 が議会の同意を得 て組織する 務局長、その他の
人口１５万人 人事関係の条例について意見開陳 て選任 事務職員を置く。
以上の市又は （→議会等） （人事行政に関し 任免定数は条例
特別区の一部 人事行政の運営に関する勧告 識見を有する者）

（→任命権者）
職員の競争試験、選考
不利益処分についての不服申立に対
する裁決、決定
勤務条件に関する措置要求の審査等
その他 （法８条）

公平委員会 市、特別区、 地方公務員法 不利益処分についての不服申立に対 地方公共団体の長 ３人の委員をもっ ４年 公平委員会に事務
町村 する裁決、決定 が議会の同意を得 て組織する 職員を置く。
人事委員 勤務条件に関する措置要求の審査等 て選任 公平委員会による
会を置く その他 （法８条） 任免定数は条例で
市、特別 定める。
区を除く

固定資産評 市町村 地方税法 固定資産課税評価台帳登録事項に関 当該市町村の議会 ３人以上とし、 ３年 －
価委員会 する不服の審査決定（法４２３条） の同意を得て、市 条例で定める

町村長が選任



３ 農業委員の定数等

（１）現状

ア 農業委員は特別職の地方公務員（非常勤）であり、選挙による委員（選

挙委員）と選任による委員（選任委員）から構成。

イ 選挙委員の定数

以下の基準に従い１０から４０人までの間で条例で定める。

a ２０人以下（農地面積が1,300ha以下又は基準農業者数が1,100人以下）

b ３０人以下（a c 以外）

c ４０人以下（農地面積が5,000ha超かつ基準農業者数が6,000人超）

(注) 基準農業者数とは、農家世帯数と農業生産法人の合計数をいう。

ウ 選任委員の数

a 農業協同組合、農業共済組合から組合ごとに推薦された理事又は経営

管理委員各１人

b 議会が推薦する学識経験者 ５人以内

エ 選挙委員定数別の農業委員会数をみると、１０～１５人の委員会が全体

の７割強を占めており、そのうち法定の下限である１０人の委員会は全体

の３割を占めている。

オ 平成１４年７月の統一選挙結果の概要

１１年 ６０,１８４人 → １４年 ５８,５１１人（ ▲２．８％）○委員数

１１年 ９７７人 → １４年 ２,１６６人（＋１２１．７％）○女性委員

１４年 ８,３２２人○認定農業者

表ー５ 市（区）町村における農業委員会の委員定数等（平成１２年）

農業委員会数 ３,２２３

１０～１５人 ２,３３４

うち １０人 １,０２３選挙すべき委員の

１６～２０人 ７１２定数別農業委員会数

２１～２５人 ７７

２６～３０人 ８４

３１～３５人 ６

３６～４０人 １０

農業委員数（合計） ５９,２５４

選挙委員 定 数 ４５,０１２

現在数 ４４,３４０

現在数 １４,９１４

選任委員 農協理事等 ３,４０７

共済組合理事 ２,０５０

学識経験者 ９,４６２

注：① 選任委員の現在数については、農協理事等と共済理事を兼任している者がいるた

め、合計が一致しない。

② １０人の委員会数は、Ｈ１１年の数値である。

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）

図－１　農業委員の選出状況（農業委員数）
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（２）農業委員定数見直しの取り組み事例

① Ｙ県・Ｙ市農業委員会

平成１３年４月に、Ｙ市農業委員会委員定数及び選挙区検討委員会を

設置し、６回にわたって検討を実施。検討委員は、農協、共済組合、土

地改良区の代表各１名、認定農業者、女性農業者、各選挙区代表と議会

推薦代表の農業委員各２名の計２０名。

検討では、Ｙ市の昭和３５年から現在までの経営耕地面積、基準農業

者数、農家戸数の推移と現状を分析するとともに、農業委員会の業務の

内容について検証を行った。

その結果、農業を取り巻く情勢が複雑多様化する中で農業委員数も現

状維持すべきとの意見もあったが、昭和３５年当時に比べ、経営耕地面

積、基準農業者数、農家戸数が半減していること等を踏まえ、選挙委員

定数を３０人から２８人に削減することとなった。

なお、選挙区（５）は、法律に規定されている農地面積、基準農業者

数を満たしているので現状維持とすることとして農業委員会に報告した。

② Ｍ県・Ｎ市農業委員会

農業委員会総会で、選挙区と委員定数の問題を具体的に検討すること

とし、農業委員から７人の検討委員（選挙委員代表３人、選任委員代表

４人〈農協・共済・市議２人〉）を選出して特別委員会を設置すること

を決定した。

１３年４月から９月にかけて５回の検討委員会を開催し、２０００年

度農業センサスによる基準農業者数、農地面積の状況や推移の分析、県

内の各市の動向調査の実施、農業委員の活動状況などを含めて検討を重

ねて、選挙委員定数を１８人から１６人に変更、選挙区を３選挙区から

２選挙区に変更することの検討結果を取りまとめ、農業委員会に報告し

た。

農業委員会は検討結果を市長に具申し、１２月定例市議会で選挙区と

委員定数の条例改正が行われた。



（３）選任委員に関連する取組事例

○ Ｔ都Ａ市の事例

ア 農業の概況
農 家 数：207戸 農地面積：96ha

イ 農業委員会の体制
農 業 委 員：１５人（選挙委員１０人、選任委員 ５人）
選任委員の内訳 学識経験者４人（うち議会議員２人、商工会代表者２人）

農協推薦 １人
事務局職員数：４人（事務局長１人、ほか職員３人）

ウ 取り組み内容
○ Ａ市では、これまで４期に亘って学識経験の選任委員について、２人を商工業の代
表者を選任委員としてきた経過がある。本年の改選では、商工会の商業部会長と工業
部会長が選任委員となった。両部会長は、商工会の副会長でもある。Ａ市のこうした
選任委員の選出は、農業界のみならず商工業者の代表を選任委員とすることで、地域
全体での農業振興に取り組むねらいがある。

○ 平成８年には「Ａ都市農業振興計画」を策定し、その推進にあたって消費者や市民、
ＪＡ、行政の役割を位置づけ、これらを普及・啓発するために農業委員自らの企画立
案による市民参加型の「農業フォーラム」の開催や消費者グループとの連携を図りな
がら、環境にやさしい農業に向けた取り組みを進めている。



（４） 農業委員の年齢別構成

① 現状

農業委員の年齢別構成は、６０～６４歳の委員数が最も多く約１５,５００

名で委員総数の２６％を占めているものの、３９歳未満は４０４名で、委員

総数の１％に満たない。

選挙委員に限ってみると、６０歳以上の割合は６１％を占めている。

表－６ 年齢別農業委員数（平成１１年）

計 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49

選挙委員 44,652 1 12 45 220 904 3,186

選任委員 15,050 2 6 22 96 299 911

合 計 59,702 3 18 67 316 1,203 4,097

50～54 55～59 60～64 65～69 70歳以上

5,436 7,437 11,837 9,973 5,601

1,799 2,341 3,719 3,370 2,485

7,235 9,778 15,556 13.343 8,086

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）

図－２　年齢別農業委員数
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② 推移

農業委員の年齢別構成割合は、６０～６９歳の農業委員がほぼ５割程度で推

移しているが、５９歳以下の農業委員が４割台から３割台へと減少しつつある

のに対して、７０歳以上の農業委員が徐々に増加している。

選挙委員と選任委員を比較すると、年齢構成割合はほぼ同じ傾向にあるが、

７０歳以上の割合は、選任委員が高くなっている。

表－７ 農業委員の年齢別構成の推移

（１）全 体 （単位；％、人）

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～

計 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳 70歳以上

１００．０ ０．０ ０．９ ９．４ ３２．１ ４９．２ ８．４

６１,５３１ １６ ５５６ ５,７６７ １９,７４７ ３０,２６７ ５,１７８５年

１００．０ ０．１ ０．８ １０．６ ２７．５ ４９．６ １１．４

６１,０１０ ４７ ４９０ ６,４８５ １６,７９１ ３０,２７２ ６,９２５８年

１００．０ ０．０ ０．６ ８．９ ２８．５ ４８．４ １３．５

５９,６９６ ２１ ３８３ ５,３００ １７,０１３ ２８,８９３ ８,０８６１１年

（２）選挙委員

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～

計 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳 70歳以上

１００．０ ０．０ １．０ ９．９ ３３．６ ４８．４ ７．２

４５,５６６ １５ ４４６ ４,４９６ １５,２９３ ２２,０４７ ３,２６９５年

１００．０ ０．０ ０．８ １１．１ ２８．５ ４９．５ １０．１

４５,３３３ １４ ３６５ ５,０３７ １２,９１７ ２２,４３４ ４,５６６８年

１００．０ ０．０ ０．６ ９．２ ２８．８ ４８．８ １２．５

４４,６４６ １３ ２６５ ４,０９０ １２,８７３ ２１,８０４ ５,６０１１１年

（３）選任委員

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～

計 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳 70歳以上

１００．０ ０．０ ０．７ ８．０ ２７．９ ５１．５ １２．０

１５,９６５ １ １１０ １,２７１ ４,４５４ ８,２２０ １,９０９５年

１００．０ ０．２ ０．８ ９．２ ２４．７ ５０．０ １５．０

１５,６７７ ３３ １２５ １,４４８ ３,８７４ ７,８３８ ２,３５９８年

１００．０ ０．１ ０．８ ８．０ ２７．５ ４７．１ １６．５

１５,０５０ ８ １１８ １,２１０ ４,１４０ ７,０８９ ２,４８５１１年

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）



４ 農業委員会の設置状況等

① 設置基準

ア 農地面積が法定面積（北海道360ha、都府県90ha）を超える市町村は

必置。

イ 著しく大きい市区町村（区域面積24,000ha超、区域内農地面積7,000ha

超）は、２以上に分けておくことができる。

（注）政令指定都市は区ごとの設置が原則であるが、区域内農地面積が

1,600ha未満であるなどの市にあっては、市ごとに設置（12の政令指

定都市のうち7が複数設置）

ウ 農業委員会に、法令業務に係る事務を処理するため農地部会を置く。

ただし、２０人以下の農業委員会にあっては、農地部会を置かない。

② 設置状況

ア 農業委員会数 ３,２２３（未設置は３７市区町村）

イ 農地部会等設置している委員会数

１９０（未設置は３,０３３委員会）

ウ 事務局を設置している委員会数

２,９９１（未設置は２３２委員会）

エ 年間会議開催数は、のべ３９,０１６回（１農業委員会当たり１２.１

回）

表－８ 市（区）町村における農業委員会の設置状況（平成１２年）

市（区）町村数 ３,２５２

農業委員会数 ３,２２３

部 別 設置していない委員会数 ３,０３３

会 農 設 委 計 １９０

の 委 置 員 農地部会のみ設置 ５

設 数 し 会 １８５

置 て 数 農地部会以外 １部会 １６７

状 い も設置 ２部会 １４

況 る ３部会以上 ４

事務局設置状況別 有 ２,９９１

農業委員会数 無 ２３２

計 ３５,４００

会 総会 農地部会の 有 ７９８

議 有無 無 ３４,６０２

開 農 地 部 会 ２,１６３

催 その他の部会 １,４５３

数 計 ３９,０１６

１農業委員会当たり平均開催回数 １２.１

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）



③ 農地面積別の農業委員会数

ア １００haを超える農業委員会数は３,０６０委員会（全体の９５％）

さらに３００haを超える農業委員会数は、２,６６４委員会（８３％）

となっている。なお、１００ha以下の農業委員会数は１６３委員会とな

っている。

イ 法定必置面積未満で設置されている農業委員会は１３７委員会（うち

北海道は１２委員会）。（平成１２年１０月現在）

④ 農家戸数別の農業委員会数

農家戸数１０１戸以上２,５００戸以下で設置されている農業委員会

が２,８６３委員会で、全体の約９割を占めている。なお、１００戸以

下で設置されている農業委員会数は８９委員会となっている。

図－３ 農地面積規模別農業委員会数（平成１２年）

図－４ 農家戸数別農業委員会数（平成１２年）

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）
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⑤ 農地面積の市街化区域の指定割合別農業委員会数

市街化区域指定が無い農業委員会が２，３７０委員会で全体の約７割

を占める。一方、全区域が市街化区域で設置されている農業委員会数は

３９委員会となっている。

図－５ 農地面積の市街化区域の指定割合別農業委員会数（平成１２年）

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）
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５ 農業委員会の廃止等

農業委員会の廃止の状況等①

小規模農業委員会を廃止又は複数の農業委員会を設置していた市町○

村がその一部を廃止する場合には、農業委員会等に関する法律第３条

第６項の規定に基づき、必要事項を公告するとともに、都道府県知事

にこれを通知することになっている。

○ 平成８年度以降、廃止された農業委員会数は１０農業委員会となり、

また、市町村合併により減少した農業委員会数は１３委員会となって

いる。

(注)平成１２年度に新潟市に吸収合併された黒崎町の農業委員会は、農

業委員会等に関する法律第３４条第２項の規定に基づく特例により、

合併後、新潟市黒崎農業委員会として存続したが、選挙による委員の

任期満了に合わせて、平成１４年度、新潟市農業委員会に統合され、

廃止になった。

表－９ 廃止された農業委員会の推移と市町村合併の状況

廃止農業委員会 市町村合併

新市町村名 合併関係市町村名 合併形態

平成８年度 北海道鹿部町

平成11年度 東京都檜原村 篠山市 篠山町､西紀町､ 新設

愛知県西枇杷島町 (兵庫県) 丹南町､今田町

石川県白峰村

北海道恵山町

平成12年度 新潟市 新潟市､黒崎町 編入

(新潟県)

西東京市 田無市､保谷市 新設

(東京都)

平成13年度 長崎県崎戸町 潮来市 潮来町､牛堀町 編入

(茨城県)

さいたま市 浦和市､大宮市､ 新設

(埼玉県) 与野市

大船渡市 編入

(岩手県) 大船渡市､三陸町

平成14年度 神奈川県逗子市 さぬき市 津田町､大川町､ 新設

愛知県富山村 (香川県) 志度町､寒川町､

沖縄県浦添市 長尾町

新潟県新潟市黒崎 久米島町 仲里村､具志川村 新設

(沖縄県)

計 １０ ８ ２２ 新設５､編入３

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）



① 農業委員会の廃止事例

○ 県Ｎ町における農業委員会廃止の経緯A

１．Ｎ町の概況
① 農家数 １３９戸（元年度）
② 農地面積 ３１ （元年度）ha
③ 農業粗生産額 １２０百万円
④ 法令事務処理件数 ４５件（元年度）
⑤ 農地の売買 平成１０年までの間、過去１０年間で１件

２．廃止の効果・課題
① 効 果
ア 町財政における負担軽減

農業委員会に係る経費は、１／５が交付金、その他は町負担。
イ 事務処理の迅速化

受理書の発行が、行政部局である部長による専決での処理となる。

② 課 題
ア 農政の世話役の確保

平成１２年９月の集中豪雨後、耕作放棄が発生しており、その管理
及び苦情処理などを、農業委員会の廃止後に設置された協議会が担っ
ている。
また、集中豪雨を契機として、用排水路の管理の重要性が認識され、

以前は農業委員が行っていた水路の清掃などを協議会が中心になって農
家自身の参加により実施されている。

イ 農政に係る情報の収集、提供
農業者年金に係る委託業務等があることから、現在は県農業会議から

農政関係の情報を得ている。

〈 〉〈 〉〈 〉〈 〉廃止に至る経緯
昭和４７年 都市計画法による区画整理もほぼ終了
平成 ９年 地方分権推進委員会第２次勧告

↓↓↓↓
平成１０年 農委法施行令改正（５月２０日）

・農業委員会必置基準引上げ 等
↓↓↓↓

平成１１年度予算の税収見込みにおいて、市町村民税収が
２１．６％の減（うち法人税収では４３．２％の減）が判明

↓↓↓↓
町に行政改革委員会設置・指摘

↓↓↓↓
平成１１年 町長査定････農業委員会の廃止を決定（１月）

① 平成１１年度予算は、４～７月の４ヶ月分のみ計上。
② 廃止について県等に相談
③ 各農家に対して、農業委員会の廃止について説明。

↓↓↓↓
２月 農業委員会総会で了承

↓↓↓↓
７月 農業委員の任期満了により農業委員会を廃止

〈 〉〈 〉〈 〉〈 〉廃止後の対応
ア 農業委員会の法令業務････町建設部農政商工担当２名において執行。

なお、建設部全体で１０名の組織である。
イ 農業委員会の任意業務

「協議会」を設置し、対応している。
本協議会は、農家の方の話を聞く機関として、又、農政に関する問題

が発生した時の相談窓口としての役割を担っている。
会長には、前農業委員会会長が就任。
本会長は、農業委員会会長を３～４期した経験豊富な者で、町民の信

頼が厚く、町長が判断しづらい農政問題の相談役になっている。



６ 市町村合併の動向と市町村行政の広域化

（１）平成１２年１２月１日の「与党行財政改革推進協議会」における方針

を踏まえて、平成１７年３月までに市町村合併後の自治体数を現在の約

３，０００から１，０００とする目標が掲げられ、市町村合併が積極的

に推進されている。

（２）市町村行政の広域化の要請に対応し、市町村の合併を円滑にするため

の当分の間の特例措置として、｢市町村の合併の特例に関する法律｣（昭

和４０年３月２９日施行、平成１７年３月３１日限り失効の時限法）に

より、合併関係市町村の農業委員会の選挙委員の任期等について、特例

措置が講じられている。

表－１０ 市町村合併の進展の状況等

（単位：委員会、人）

年 度 市町村数 委員会数 備 考

昭和 26 10,137 11,006 ｢昭和の大合併」

29 8,928 9,885 昭和２８年の町村合併促進法及び

32 3,866 3,925 ３１年の新市町村建設促進法によ

37 3,460 3,524 り、昭和２８年から３６年までに、

40 3,392 3,450 市町村数はほぼ３分の１に減少。

45 3,280 3,330

50 3,257 3,318

55 3,255 3,316

60 3,253 3,289

２ 3,245 3,272

７ 3,234 3,243

11 3,229 3,223

12 3,229 3,223

13 3,226

（注）１．市町村数には特別区を含まない。 （農林水産省構造改善課調べ。）

合併協議会設置状況（平成１４年１０月１０日現在）－総務省公表－

法定協議会 １２９（ ５１９市町村）

（参考）平成１４年１０月１日現在－総務省公表－

法定協議会 １２９（ ５１９市町村）

任意協議 １５３（ ６８４市町村）

研究会等その他 ３８５（１，４４４市町村）

計 ６６７（２，６４７市町村）



（３） 法定協議会設置市町村の状況

① 平成１４年１０月１０日現在における市町村合併に係る法定協議会
(注)の設置数は１２８であり、関係する市町村数は５１８である。

（注）総務省が公表している法定協議会設置数は、平成１４年１０月１０日現在１２９
となっているが、Ｔ市ほか２市２町による法定協議会が６月２２日に２市２町によ
るものに変わっているため１２８とした。
また、関係市町村数５１９については、複数の法定協議会に参加している市町村

があるため５１８とした。

今後、法定協議会に即して市町村合併が行われた場合には、市町村
合併後の平均農地面積、平均農家戸数は、それぞれ１,０００ha、
１，０００戸から４，１００ha、４，０００戸と４倍の規模の市町村
となるとみられる。

法定協議会設置関係市町村の合併前における農地面積規模別の分布状②
況（都府県）は、５００ha以下が３割、５００ha超から１０００ha以下と
合わせると約７割となっている。

○ 合併後（推計）においては、３０００haを超える農地面積規模となる
市町村が、６割弱を占めることになる。

③ 法定協議会設置関係市町村の選挙による農業委員の定数別の分布状況
（都府県）は、２０人までの定数を定めている農業委員会がほとんどであ
り、その中でも最下限の１０人としている農業委員会は３割を占めている。

表－１１ 法定協議会設置市町村に係る合併前後の状況
区 分 合併前 合併後(推計)
市町村数 ５１８ １２８

平均農地面積 １,００２ha ４，１２８ha
平均農家戸数 ９５５戸 ３，９４１戸

平均農業委員数 １９人 －
選挙委員 １４人 －
選任委員 ５人 －

(注)農地面積等の数値は、経営局構造改善課調査(平成１０年
１０月１日現在)による。

表－１２ 法定協議会設置関係市町村の農地面積規模別分布状況
① 合併前 (下段単位：％)

90ha 500ha 1000ha 2000ha 3000h 3000ha 計～ ～ ～ ～ ～ 超
北海道 １ １ １ ３ ６

16.7 16.7 16.7 50.0 100.0
都府県 １６ １４８ １７３ １２０ ３５ １８ ５１０

3.1 29.0 33.9 23.5 6.9 3.5 100.0

② 合併後（推計） (下段単位：％)
90ha 500ha 1000ha 2000ha 3000h 3000ha 計～ ～ ～ ～ ～ 超

北海道 １ １
100.0 100.0

都府県 ０ １ ８ ２２ ２４ ７１ １２６
0.0 0.8 6.3 17.5 19.0 56.3 100.0

表－１３ 法定協議会設置関係市町村の選挙委員定数別分布状況
(下段単位：％)

計４０人 ３０人 ２０人
人 人 人まで まで まで 2016 11 15 10～ ～

北海道 ６ １ ５ ６
100.0 16.7 83.3 100.0

都府県 １ ２１ ４８８ １１０ ２１３ １６５ ５１０
0.2 4.1 95.7 21.6 41.8 32.4 100.0

（農林水産省経営局構造改善課調べ。）



（４）市町村合併に伴う農業委員会の取組事例

Ｋ県Ｓ市合併（平成14年4月1日）に伴う農業委員会の取り組みの経緯

平成１４年４月１日にＫ県Ｏ郡内のＴ町、Ｏ町、Ｓ町、Ｋ町、Ｎ町の

５町が合併、「Ｓ市」が誕生した。

農業委員会については、合併協議会における調整で、市町村合併特例

法第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１４年７月１９日の統一選

挙まで、引き続き新市の農業委員会の選挙委員として在任することとな

った。

平成１３年２月には、第１０回産業経済部会・第３回農業委員会分科

会合同会議が開かれ、「農業委員会の選挙区設置について」検討が行わ

れた。その概要と選挙の結果は以下の通り。

○合併後１年未満に選挙が行われる新市の農業委員会の概要

農業委員数 ３７名 選挙委員数 ３０名 選任委員数 ７名

○農業委員の選挙区設置について

① 設置の基準（農業委員会法施行令第５条）

区域内の農地面積500ha以上または基準農家数600以上

② 委員の配当（農業委員会法第１０条の２第３項）

各選挙区における選挙委員の定数は、概ね選挙人の数に比例して

条例で定める

表－１４ 合併前の各町農業委員会の概要

委員数 選挙委員 選任委員 任 期 農家戸数 経営耕地面積

Ｔ町 １４ １０ ４ H14/７/19 292戸 165ha

Ｏ町 １３ １０ ３ 〃 810戸 510ha

Ｓ町 ２０ １６ ４ 〃 1,077戸 620ha

Ｋ町 １３ １０ ３ 〃 656戸 476ha

Ｎ町 １６ １３ ３ 〃 1,236戸 773ha

合 計 ７６ ５９ １７ 4,071戸 2,544ha

※農家数と経営耕地面積は1995年センサス

表－１５ ５町の経営耕地面積（2000年センサス）と選挙人名簿登録者数

経営耕地面積 農家戸数 選挙人名簿登録数 委員数の割当

Ｔ町 140ha 270戸 982人 ３．０

Ｏ町 490ha 766戸 1,756人 ５．３

Ｓ町 564ha 970戸 2,541人 ７．８

Ｋ町 466ha 622戸 1,657人 ５．０

Ｎ町 703ha 1,164戸 2,886人 ８．８

合 計 2,363ha 3,792戸 9,822人 ３０．０

表－１６ 平成１４年７月７日に実施された「Ｓ市」の農業委員選挙の結果

選 挙 区 選挙委員の定数 立候補者数

第１選挙区（Ｔ町・Ｓ町） １１人 同左

第２選挙区（Ｏ町） ５人 同左

第３選挙区（Ｋ町） ５人 ６人

第４選挙区（Ｎ町） ９人 同左

合 計 ３０人 ３１人


